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10月５日、大阪支部第48回
定期大会を、大阪港湾第１福祉
センターにおいて、代議員36
名、執行部17名、傍聴16名、
来賓16名、総勢85名の参加で
開催しました。
大会は、陣内副委員長の開会

のあいさつの後、松浪代議員
（此花荷役分会）と大西代議員
（大阪メトロ分会）が議長団に
選出されました。
はじめに、小林執行委員長の

あいさつでは、地球規模での温
暖化、それにまつわる異常気象、
自然災害、先行きの見えない国
内外の政治・経済情勢や物価高
騰による生活不安と格差の拡大、
また労働運動においての闘う労
働組合への不当弾圧など、一年
を振り返り、我々に押し寄せる
課題は山積していると述べ、こ
の状況を打開すべく全港湾最大
の武器である団結を強固にして
闘っていく事を力強く述べられ
ました。
続いて、２０２３年度主な闘

いと総括、２０２４年度運動方
針案、決算・予算報告の提案で
は、政治的にも経済的にも非常
に厳しい現状を共有し、安心安
全な生活を目指して一致団結し
闘う運動方針が満場一致で確認
されました。

大会後も世界では、ロシアに
よるウクライナに対する軍事侵
攻に終わりが見えず、またイス
ラエルによるパレスチナ自治区
ガザへの無差別攻撃がつづき深
刻な人道危機を引き起こしてい
ます。これらの対立が世界中に
波及し国際的な緊張を高め経済
にも悪影響を及ぼしています。
国内では、30年もの不況と

物価高で疲弊する経済や暮らし
の底上げが急務であるにもかか

わらず、石破政府の発足からわ
ずか１週間の解散により、裏金
問題の真相究明や能登半島被災
地の苦難を置き去りにしての総
選挙がおこなわれました。
関西でも安全が担保されない

まま突き進む万博や社会に不必
要なＩＲカジノ（博打）を日本
に取り込もうとする維新政治な
ど、私たちの暮らしと密接し、
多大な影響を及ぼしてきた無作
為・無責任な政治と一部の大企
業や資本家だけが莫大にもうけ
る現在の経済構造を変えない限
り、平和な社会、安心・安全な
暮らしなど訪れない状況下となっ
ています。
この困難な状況を打開するた

めには、労働組合の社会的影響
力を向上させることが必要不可
欠として大阪支部は、組織強化・
拡大の具体化を図り、総力を挙
げて取り組んでいくとともに、
闘う労働組合の共闘をいっそう
強化して、権力や資本と闘う２
０２４年度にしていきます。
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10月19日（土）15時30分よ
り、大阪弁護士会館において、第
50回の総会が開催されました。
大阪支部からは、法対部の執行部
２名とシティバス分会２名が参加
しました。
はじめに代表幹事の平方かおる

弁護士からのあいさつで「第50
回を迎え1975年に設立された大
阪労働者弁護団50年が経過した。
今までの50年を振り返ると共に、
これからの50年を皆さんと作り
上げていきたい」と、来年50周
年記念式典をすることを述べられ
ました。また、「国際情勢に目を
向けるとウクライナやパレスチナ
では戦争が起こっている。平和で
なければ労働は成り立たない。国
内では衆議院選挙の真っただ中で、
その前の総裁選では解雇規制の緩
和、非正規雇用者が４割にも上っ
ている。大阪労働者弁護団として
も、たたかっていく」とあいさつ
されました。

議事では、2024年度活動報告、
公開学習会報告、韓国民弁との交
流報告、賛助団体との交流、新入
団員報告、各委員会の報告がなさ
れました。特に、労働関連法制委
員会では、2024年１月に厚生労
働省の有識者会議として設置され
た「労働基準関係法制研究会」に
注目し、月１～２回のペースで会

合がもたれ、議事録もホームペー
ジで公開されている。
議論されているテーマには①労

働者の概念、②事業・事業所の概
念、③労働時間、休憩、年次有給
休暇、④労使コミュニケーション
のあり方など、労働法制の根本に
かかわる内容で、今後の制度改正
にも大きな影響を与える可能性が
あると報告されました。また、今

回の総会で事務局長の小野順子弁
護士が退任され、佐伯良祐弁護士
が新任されました。
小野弁護士には、全港湾も賛助

交流や文化部の案内などでたいへ
んお世話になっていました。感謝
を申し上げます。
最後に、総会参加者全員とはい

けませんが約30名で懇親会が催
され、新しく賛助会員となったシ
ティバス分会も、楽しい交流がで
きたと思います。

（副委員長 吉本賢一）

10月２日～７日、第25期民主
労総全北本部代表団７名が来日し
ました。
団長にイ・ミンギョン全北本部

本部長はじめ、産別労組、市民運
動活動家の女性２名、男性５名が、
大阪・兵庫の労働組合、労働者と
交流を深めました。
10月３日、全日建関生支部を

表敬訪問したあと、新淀生コン訪
問、午後にＴＹＫ高槻生コンの闘
争現場見学を行いました。
４日には、京都のウトロ平和祈

念館を見学して、関西労働者安全
センターとの日韓安全衛生問題交
流会で、韓国重大災害処罰法成立
に労働組合が大きな尽力を注いだ
報告、全北地域での労働災害に民
主労総全北本部が介入して市民へ
の広報、各企業と省庁への交渉な
ど、前面に出て解決していくなど
を報告、日韓労働者の共通問題の
メンタルヘルスについて懇親会を
行いました。
５日は、全港湾大阪支部定期大

会に参加、連帯あいさつをしたあ
と、夕方から全港湾神戸支部の本
四海峡バス分会、山陽バス分会と
懇談しました。

６日は、コミュニティユニオン
全国大会全体集会で挨拶とアピー
ルを済ませて、午後から生野統一
マダンに参加し、アピールと律動
を披露して、在日コリアンとの交
流も深めました。

（大正埠頭分会 萩原亥王）
【陣内追記】

今回の訪日団はこれまでの経過を知

らない方が多く、最初は半信半疑でし

たが、団長は「今後、この交流と連帯

を引き継ぐために私も頑張ります」と

労組組員４万５千人の本部長として力

強いあいさつをしてくれました。
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10月10日（木）18時30分
より、おおさかユニオンネット
ワーク第３５回定期総会がエル
おおさか南館702号にて、およ
そ70名参加で開催されました。
第１部では、西山代表、七堂

弁護士から情勢を中心とした挨
拶があり、南副代表から議案提
案、寺尾事務局長から会計報告、
予算案提案がされ、また、運営
要綱改正、新役員体制において
も全会一致で承認されました。
第２部では、各労組より計1

3件の争議報告がありました。
全港湾大阪支部からは、大和運
輸分会の労働委員会の内容につ
いて当該組合員から報告を受け

ました。また、梅南鋼材分会か
らは、まさに当日最高裁判決に
より会社の上告が棄却された報
告を受けました。長年の団交拒
否を中心とした不当労働行為が
確定した形となり、今後は会社
に対し不当性を追求し労働環境
改善を進めていかなくてはなり
ません。大阪メトロ分会、大阪
シティバス分会について当該組
合員が仕事のため参加出来なかっ
たため、吉本副委員長から報告
を受けました。結成当初から権
利獲得に向けた交渉を続けてい
ますが、大きな進展がなく、今
後おおさかユニオンネットワー
クによる抗議行動の提起がされ

ました。
他労組の報告のほとんどがパ

ワハラや雇い止めによる事案で、
当該組合員から悲痛な思いを胸
の内の報告を受け、参加者全体
で共有されました。会社から個
人攻撃はもちろんのこと、組合
潰しを目的とした事業閉鎖を目
論むなど、権力弾圧が横行して
いるのが見て取れます。

それら多くの報告を受け、２
０２４年秋の総行動第１弾とし
て11月11日（介護の日）は、
介護現場での抗議申し入れ行動
を行うとし、第２弾として11
月25日はそれ以外の現場へ抗
議申し入れ行動が予定されてい
ます。
最後に西山代表より挨拶がさ

れ、おおさかユニオンネットワー
クは広範且つ強固な組織として、
活発な労働運動を展開すると力
強い言葉と共に団結がんばろう
で締めくくりました。
（副委員長 横山 貴安基）
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第29回統一マダンに全港湾大
阪支部の青年部としてに参加させ
ていただきました。

「統一マダン」とは、韓国の文
化を学べ、朝鮮半島の統一の思い
を共有するイベントです。
今回も旧御幸の森小学校で開催

され、生野区は多くの韓国コミュ
ニティが集まる地域で、ここでの
イベントは地元住民や他の労組の
方々などにとって文化交流の場に
なっています。
青年部は出店でフランクフルト

とキャラクターすくいをやりまし
ましたが、今年は残暑が厳しいこ

ともあって、メチャクチャ暑くて、
日焼けを通りこして火傷するぐら
い暑かったです(笑)。
今回はいつも以上に活気があっ

て、会場には、韓国料理の屋台や
焼きそばの香ばしい匂いがして、
ビールやマッコリなどのお酒も売っ
ており、キンパとビール、焼きそ
ばとビールの組み合わせは最高で
した。

大阪支部青年部出店のフランク
フルトとキャラクターすくいも結
構人気があり忙しかったです。
舞台では、K-POPのダンス、民

族楽器の演奏、ミニライブなどた
くさんの舞台演目で盛り上がって
いました。
最後には参加者が手を繋ぎなが

ら統一への思いを共有して終わり
ました。
多くの人が集まる事で、イベン

トが盛り上がり、地域の活性化に
なっています。また、文化の多様
性を尊重する事ができ、地域住民
との間における相互理解が深まり
ます。
このような文化交流は地域の社

会的な結束を強化し、住民や参加
者が互いに協力し支え合う関係を
築く事ができます。
私が今回参加させていただき思っ

た事は、統一マダンは韓国文化を
体験するだけでなく、地域社会を
活性化する多文化共生の重要なイ
ベントだと思いました。
文化への理解を深め、地域の方

がたや他の労組の方がたと協力し、
支え合っていき、今後の組合活動
に役立てるように頑張っていきた
いと思います。
(埠頭ターミナル分会 船津 泰和)
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